
      午前１０時０１分 開会 

○議長（永井 正君） ただいまから、継続市議会臨時会を開会いたします。 

 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第２号により行います。 

 日程第１により、上程中の議第４７号別府市有地「楠港跡地」への大型商業施設・株式会

社イズミ（ゆめタウン別府）誘致についての住民投票に関する条例の制定についてに対する

条例制定請求代表者の意見陳述を行います。 

 去る４月４日の本会議における条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与える件につ

いての議決に基づき、条例制定請求代表者に対しその旨通知いたしましたが、条例制定請求

代表者から議長に対し、意見陳述は行わない旨の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 これにて条例制定請求代表者の意見陳述を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永井 正君） 御異議なしと認めます。 

 よって、これにて条例制定請求代表者の意見陳述を終結いたします。 

 次に、日程第２により、上程中の議第４７号に対する質疑を行います。 

 それでは、質疑のある方は発言要求ボタンを押し、挙手を願います。順次発言を許可いた

します。 

○２番（嶋 幸一君） 私の質疑は、１０分ほどで終わりますので、しばらくの間おつき合

いをいただきたいと思います。 

 この楠港の問題については、市長は議会の判断を尊重するということを言ってきたと思い

ます。議会の判断は、御案内のとおり審議未了ということだったわけですが、その意味は、

議会ではこの案件は議会において審議できる状況ではありません、こういうことだと思いま

す。なぜ市長はこの議会の判断を尊重しないのか、私は理解ができないわけであります。そ

ういう中で、市長は住民投票はお金がかかるということを再三言ってきましたが、住民投票

実施にはどれほどのお金がかかるのか。また、そのかわりに市長選挙をやりたい、こういう

ことのようですが、市長選挙と市議会議員の補欠選挙には合計いかほどのお金がかかるのか、

お答えをいただきたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。 

 費用は幾らかかるのかということですが、前回の統一地方選挙では５，０００万かかって

おります。今回、住民投票では公営選挙運動用のポスター掲示場、これがありませんので、

約４，０００万程度が必要ではないかと考えております。 

○２番（嶋 幸一君） 市長選挙と市議会議員の補欠選挙にかかる費用は幾らでしょうか。

（発言する者あり） 

○選挙管理委員会事務局長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。 

 前回、１５年に統一地方選挙がありました。そのときに５，０００万程度の費用がかかっ

ております。（発言する者あり） 

○２番（嶋 幸一君） 私の聞いたところによりますと、市長は、住民投票を実施すればオ

ンブズマンに指摘をされるというような発言をしていると聞きましたが、それは事実ですか。 

○市長（浜田 博君） 私が、そういう発言をどこでしたかということでございましょうが、

私が言った覚えは、こういう企業誘致がなじまないと一貫して私はお話をさせてもらいまし

た。「品定め」という言葉も使わせていただきました。例えば、どこであろうとこの企業が

いいですか、悪いですかを市民が判断をしたら、その企業のイメージ、さらにはこれから出

てこようとする企業がどう判断するだろうか、こういう思いの中で、こういった形はふさわ

しくないということを一貫して言ってまいりました。そのことでむだな税金を使ったという



ことになれば、市民・住民訴訟なり、そういう「オンブズマン」という言葉は適当かどうか

わかりませんが、おかしいのではないかということが指摘されるのではないかなという、私

の考えは述べたつもりでございます。 

○２番（嶋 幸一君） それなら、なぜ住民投票はだめで市長選挙ならよいのか、明確に答

えていただきたいと思いますが、どちらが勝ちやすいかという理由以外で両者を比べる根拠

は何でしょうか。（発言する者あり） 

○市長（浜田 博君） 今、「どちらが勝ちやすいか」という、そういう質問ですか。私は、

そういう判断ではしておりません。あくまでも、あえて好きこのんで、選挙を好んではおり

ません。私は、住民投票条例そのものがなじまないと一貫して皆さんにお話をしてきたよう

に、このことは企業の選定は全国で例がないではないですかということは申し上げてきたつ

もりです。このことを何とか住民投票条例は阻止をしたい。阻止というか、否決をしていた

だきたいという思いの中で、このことが、今議会の流れは、審議未了の後はこの住民投票可

決という状況になっておりましたから、これを否決するには、私が同じ直接請求者の思いは、

住民の意思を反映しなさいということでございますから、その中身として、私が信を問うこ

とによって住民の意思が十分反映できるのではないか、こういう判断でございますから、勝

つとか負けるとかそういうことではありません。企業誘致に対する私の思いがそういう形で

あらわれた、このように考えていただければいいと思います。 

○２番（嶋 幸一君） 住民投票は、その性格上、一つの案件に対して丸・ペケを決めるも

のであります。市長選となれば、すべての政策課題において議論すべきだと思いますが、そ

の点はどのようにお考えか。市長は、今回の選挙については楠港１点に争点を絞って戦いた

い、こういうふうにおっしゃっていますが、その辺はどういうふうにお考えかお聞かせをい

ただきたい。 

○市長（浜田 博君） 私が住民投票条例案の否決を願った中には、楠港を１３年間放置し

たままで、またこれから考え直すということは、あと何年放置するのでしょうかと、この思

いなのです。それよりも今、今しかないという思いがずうっと、もう「今しかない」が２年、

３年かかっているわけですが、そういう中で何とか地域活性化のために、また観光再生のた

めに企業誘致を成功させなくてはならないという思いの中で進めてきたことでございます

から、このことを争点として私はしっかり戦いたい、こういう思いでございます。 

○２番（嶋 幸一君） ほかの論点についても全く争点にしない、こういうことでしょうか。 

○市長（浜田 博君） 私が争点で、３年前に立候補したときの公約、一生懸命実現するた

めにこの３年間、無我夢中で頑張ってまいりました。その途中でストップをかけられたわけ

ですから、ストップがかかっているわけですから、私はまだこの問題は公約として、任期が

あと１年ありますから、この中で何とかしたいということで再出馬するわけですから、それ

を全然公約にしないということではない。私の原点は、まちづくりなのです。住んでよし、

そして訪れてよしの、この別府地域再生のまちづくりを進めたい。その一環として企業誘致

を私は選んでいるわけですから、これも埋め立ての目的に従って、行政の宿題として課せら

れたこれを実現していきたいという思いでやっているわけですから、このことで住民投票条

例が出たわけですから、この住民投票条例については、同じ信を問うならこの楠港開発１本

についてやりますが、ほかの問題は、これは公約として上げているのは、３年前に上げた問

題もあわせて市民の皆さんが判断いただけるかな、これはあると思います。これを一切のけ

なさいという気持ちはございません。 

○２番（嶋 幸一君） 市長は、３年前の選挙で市民の負託を受けたわけですから、４年間

の任期を全うすべきだと思います。住民投票が嫌なら楠港の問題は、１年後に控えた次期市

長選において公約の一つとして議論されるべきものではないかなと思いますが、その辺はど

のようにお考えでしょうか。 



○市長（浜田 博君） 私は、この楠港開発・企業誘致を争点にしたくないというのは、ず

っと前からお話をしてきたと思います。これは争点にすべき問題ではない。だからこそ私は、

あと１年残された任期を待って十分にやりたい。このことはそれを公約というよりも、すべ

ての公約をかけてまちづくりの問題を含めて頑張りたいという気持ちをずっと持ち続けて

おりました。しかしながら、この時点で、私は、自分が信を問うてまで市民の皆さんに訴え

ることができなかった部分を、意思を通ずることができなかったこのことをやらなくてはい

けない状況になったことは、非常に私自身が残念な気持ちでございます。しかし、本意では

ありませんが、この住民投票条例を可決された場合、このことは私の信念そのものが非常に

間違っているということになりますから、これは信を問うて住民投票は阻止をしたいという

思いでこの状況に至ったということでございますから、あと残された１年は、何とか再出馬

をして、また負託をいただければその信念は続けてまいりたい、こういう思いでございます。 

○議長（永井 正君） ２番議員、議案質疑ですから、その範囲でお願いいたします。 

○２番（嶋 幸一君） 争点にしたくないと言いながら、結果的に市長選挙で争点になるわ

けですね。市長の発言は、その辺がつじつまが合わなくなるのですが、確認ですが、楠港１

点に絞って選挙を戦う、こういうふうに理解していいのですね。 

○市長（浜田 博君） 私自身が先ほどから何度も申し上げましたように、争点は楠港開発・

企業誘致です。企業誘致がこのままでストップされていいのか、もうこのまま１３年間放置

されたものが、また考え直すというのは、あと１０年、２０年、いつまで考え直すのですか

という、この争点１本に絞っております。ただ、争点というのは私はしたくなかったのです

が、この争点にさせられたわけですよ。（発言する者あり）私が争点にしたくない、こうい

う住民を二分するような争点を私がしたと皆さんは言いますが、これを一番私が嫌ってきた

からこそ凍結をし、何とか話し合いをして解決をしたいという思いでずっときたわけですか

ら、これができなかった。しかし、これをあえて争点にしてやるということは、すべてのこ

とも含めて入っていますが、まちづくりが原点であるということから、これを１本に争点に

して戦わざるを得ないという状況に今至っているということで御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（永井 正君） ２番議員に注意いたします。議案質疑の範囲を越えないようにお願

いいたします。 

○２番（嶋 幸一君） 市長のお考えは理解はできませんが、よくわかりました。我々も、

だれも市長さんにやめてほしいなどとは言ってないので、先ほどから申し上げているように、

残りの任期１年を全力で努めてほしいと強く要望して、私の質疑を終わります。 

○１７番（高橋美智子君） 議案質疑をいたします。 

 議第４７号別府市有地「楠港跡地」への大型商業施設・株式会社イズミ（ゆめタウン別府）

誘致についての住民投票に関する条例の制定についてを、後藤ミツノさんを請求代表者とし

て、勇気ある行動をとられた女性の方々の努力に敬意を表したいと思います。しかし、この

場で意見をお聞きできないことは、大変残念に思います。 

 そこで、議案の質問がほとんど絞られた中で、この住民投票について市長の意見書につい

て１点のみ質問をいたします。 

 本件の企業誘致のような経済問題は、住民投票によってその賛否を問うべき事柄ではない

という考えを述べられ、新聞報道でも、以前から一企業誘致の住民投票はそぐわないとかな

じまないと言われていますが、どのようなことでそう考えておられるのか、聞かせてくださ

い。 

○市長（浜田 博君） お答えいたします。 

 別府市の指針を大きく左右し、そして市民生活等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認

められる事柄について、例えば市町村合併などの問題について住民投票の結果を考慮した上



で市政運営の方針を判断することもあり得る、これを明らかにさせていただいたものでござ

いまして、今回の企業誘致の是非を問う住民投票は、今後別府市が企業誘致を行うに当たり

まして、別府市に進出を希望する企業が進出をちゅうちょしたり、またその進出を差し控え

るなどという事態を招きかねない等をかんがみまして、一企業の企業誘致の賛否を問う住民

投票条例の制定の必要はないと判断したものであります。 

 したがいまして、御質問いただきましたような政策課題につきましては、執行機関と民意

を代表する議決機関である議会とが、ともに別府市の将来を考え、団体意思の決定を行うべ

きものである、このように考えております。 

○１７番（高橋美智子君） 大体それで了解をしましたが、このことについて実際にきょう

のあれは、住民投票条例についての質疑をしたいところでありますけれども、先ほど言われ

たようにこの陳述者、それからまた委員会の質問ができませんので、このことについて後の

討論で私の考えを述べさせていただきます。 

○１０番（平野文活君） まず、住民投票条例は議会の任務放棄だ、こういう議論がありま

すが、こういう御意見に対する市長の見解をお聞きしたいと思います。（発言する者あり） 

○議長（永井 正君） 質問の内容がよくわからないそうですので、もう一度。 

○１０番（平野文活君） 地方自治は、代議民主制が基本だということを意見書の中に述べ

られておりまして、住民投票にはそぐわないということを述べております。しかし、住民投

票というのは有権者の権利として認められた直接請求の一つですね。こういう主権者の権利

を行使するということについて否定されるのかどうか、そこのところをお聞きしたいと思い

ます。 

○総務課長（三ヶ尻栄志君） お答えいたします。 

 市民の方々の権利であります直接請求の持つ意義を十分尊重すべきものと認識いたして

おります。また、直接請求に至った点については、真摯に、また大変重く受けとめておりま

す。 

○１０番（平野文活君） それでは、なぜ住民投票条例を否決してほしいという見解を持た

れているのか、市長にお伺いしたいと思います。 

○市長（浜田 博君） お答えいたします。 

 先ほど来、私がお答えをいたしておりますが、重ねてのお答えになるかと思いますが、私

は、代表民主制のもとでの議会の役割の重要性といった問題については、私自身も市会議員

や県会議員の経験もありますから、皆さんと全く同じで、深く認識をいたしております。地

方公共団体の団体意思の決定という重要な役割は、まずもって私は議会に諮って、議会が担

っているということに私は思っておりますし、私のみならず議員各位の皆さんも同じ思いで

あると私は確信をいたしております。 

 そうであるからこそ、私は、今回の企業誘致について議会に諮ることにしたわけです。立

地協定案は、先ほど来御指摘がありましたように、議会を私は重要視しているからこそ、議

会の皆さん、代表民主制によって市民に選ばれた議会の皆さんにしっかりお諮りをしたいと

いう思いを通してきたわけでございまして、企業誘致については第１回市議会の定例会に立

地協定書を議案として提案させていただいたということはおわかりをいただけると思いま

す。また、企業誘致という性質上、その是非は執行部と議会が真摯な議論を重ねた上で別府

市の団体意思を決定すべきではないか、このことが私のかねてからの思いであるということ

で御理解をいただきたい。 

○１０番（平野文活君） 主権者は住民なのですね。市長の権限あるいは議会の権限、これ

は主権者たる市民の信託によるものですよね。したがって、市長の施策あるいは議会の決定、

そういうものが住民の意思にそぐわないというふうに住民自身が判断をした場合に、主権者

の権利として直接請求ということはあり得るわけですよ。そして、今回の直接請求は、まさ



にそういう思いで提起されたものと私は思います。したがって、そういう主権者が決定のプ

ロセスに参加するということには、極めて積極的に意義があるというふうに考えるのですが、

そのことはお認めになりますか。 

○助役（大塚利男君） 住民投票条例の、住民投票についての是非についての御質問だと思

いますが、この住民投票につきましては、市民参加という大きなメリットはございますが、

住民投票のデメリットとして、非常にこれが住民へ十分な説明ができない、偏った住民が情

報を得るというようなことが多々ありまして、住民投票になじむものとなじまないものがや

はり区別されるのではないかと思っております。（発言する者あり）特に企業誘致などにつ

きましては、なかなか住民投票についての企業の情報、また私ども執行部の考え方が住民の

皆さんに十分に伝わらないというような問題もございます。往々にしてわかりやすいのは、

市の地方公共団体の存立にかかわるような状況、例えば先ほど申しましたような市町村合併

等、そういった問題につきましては、十分市民の方にも情報が伝わり、行政としての説明責

任も十分果たせるのではないかと思っておりますが、こういった企業誘致などの問題につき

ましては、そのような情報の提供、あるいはそういった手段が非常に難しゅうございますの

で、住民投票には私ども、このような案件はなじまないのではないか、そのように判断して

いるところでございます。 

○１０番（平野文活君） 私が質問したことに答えていただきたい。住民投票、いわゆる直

接請求という権利、これを行使するということは、主権者が決定のプロセスに参加する主権

在民の原点にかかわる積極的な意味があるのではないかというふうに私は思うと。それにつ

いて今の答弁は、住民投票そのものを否定しないまでも、何といいますか、軽視する、積極

的には認めない、こういう御意見ですか。 

○市長（浜田 博君） お答えをいたします。 

 私は、地方自治法、いわゆる直接請求者の権利といいますか、これをしっかり地方自治法

を採用しているということは、しっかり私も尊重いたしております。だからこそ直接請求者

の皆さんは、市を二分するとか、また議会と市長がこういう対立をしていることは本当に好

ましくないなと、私は、純粋な思いで何とか市民の意思を反映するような場をつくっていた

だきたいということの、本当に純粋に別府を思う思いでやっていただいたということを議会

でも言わせていただきましたけれども、本当に感謝をしております、そこまで別府のことを

真剣に考えていただいている気持ちだと。しかし、その中身は私はそぐわないというふうに

一貫して言ってきたこと、直接請求者を「するな」というのは、とめることもできませんし、

本当に温かい気持ちで感謝をしなくてはいけません。尊重しています。 

 ただしその中身が、私自身が住民投票で信を問うたときに、住民を逆に、本当にみんなが

喜んで関心を持っていただいて投票に行っていただくかどうか。その心配も非常に出てまい

りましたし、また拘束力のない民意を問うたときに、例えば全国でもありますが、５割にも

満たない市民の民意がすべて民意だというふうに受け取れない部分もあるだろう、それが賛

成であっても反対であっても、それをどう判断したらいいのかな。それよりも、すっきりと

私が企業誘致そのものがいいか悪いか、そのことのわかりやすい中で市民の同じ意見を聞き

たいという思いで、今回は住民投票を否決していただいて、尊重はしますが、その中身につ

いて否決をしていただいて、その気持ちを信を問うという中で住民直接請求された市民の皆

さん、意思を反映してください、この企業誘致がいいのですか、悪いのですか、もうこれで

やめた方がいいのですかという判断を、私の信を問うてお伺いしたいというのが、今回の選

挙で信を問うという方向に至ったということでございますから、直接請求者、直接請求を地

方自治法で認められたこのことを軽視しているわけでもございませんし、尊重する中での判

断であるというふうに受け取っていただきたい。 

○１０番（平野文活君） なかなか先走って答弁をされるのですけれども、かつての議会で



社民党所属の富田議員が、常設の住民投票条例を求めたいということを繰り返し質問をされ

ました。また 近、岩国で住民投票が行われましたが、岩国市などではまさしく常設の住民

投票条例がありまして、そして今回の住民投票は、市長みずからの発議で行われたと聞いて

おります。そういうふうに－－岩国の住民投票ですよ、（発言する者あり）ですから、岩国

の住民投票は市長の発議で行われたということで、この住民投票なりというものを非常に重

視している市長もおられる。それに比べて、「市民の目線」ということを言われてきた浜田

市長のこの住民投票に対する態度、これは私は、「住民目線」とは矛盾するのではないかと

いうふうに思います。 

 それで、次に移りますが、先ほど来、住民投票そのものについては否定はしない。しかし

中身が問題だということで、この意見書の中にもこういう経済活動ですか、経済問題ですか、

なじまないということを繰り返しおっしゃっておるわけですが、住民投票の対象というのは

そういうふうに限定をされているのですか。どうですか。 

○総務部長（友永哲男君） お答えをいたします。 

 住民投票の基本的な考え方でございますが、現行の地方制度におきましては、間接民主主

義というのが基本でございます。直接民主主義である住民投票におきましては、これを補完

するものというふうに位置づけをされております。 

 そういう中で、先ほども御答弁させていただいたと思いますけれども、投票の対象となる

具体例もございます。先ほどから申しております市の存立の規定、基礎的条件にかかわる基

本的な事項とか市の名称や市の合併等もろもろございます。そういうものが、今の住民投票

の中で行われているのが現状でございます。 

○１０番（平野文活君） そういうふうに市町村合併とか、そういうことを市長も言われ、

今部長も言われましたが、そういうことに限定されているのですかと。私は、限定されてい

ない、経済問題についてはなじまないというのは、市長個人の見解ではないかと思いますが、

いかがですか。 

○助役（大塚利男君） お答えいたします。 

 先ほどから、常設の住民投票条例を設置したところもあるというふうに御質問の中で出ま

したが、確かに常設の住民投票条例の制定についても、私ども、当時質問などございました

ので、これを調べた経緯もございます。全国的に常設の住民投票条例を設置したところは、

大変少のうございます。これの大きな原因は、先ほど申しましたように、一つずつの案件に

ついて住民になかなか説明責任が果たせないというのが大きなデメリットになっておりま

す。反面、議会では執行部の考え、また議員さんが住民の皆さんの御意見をお聞きした上で

代表でそれの質問ができ、十分な論議がなされて、 終的には議会で御審判いただくという

ことになりますので、どうしても住民投票条例に、また常設のものに限定するものというの

も非常に難しゅうございますが、やはり基本的な事項、市の存立にかかわること、全体的な

皆さんにかかわること、そういった分になってこようかと思います。したがいまして、ほと

んどの政策的案件また経済問題等については、やはり議会の場で十分な御審議をいただいた

方が十分な説明責任も果たせますし、また偏った情報だけによらないというようなことにな

ろうかと思いますので、そういった点は御理解いただきたいと思っております。 

○１０番（平野文活君） 有権者が求め、所定の手続きに沿って求めて、議会が承認すれば、

どのような問題でも住民投票の対象となるのではないですか。そこのところは認め……（発

言する者あり）そういうことはお認めになりますか。 

○助役（大塚利男君） 私どもは、この住民投票条例につきましても、法に沿った取り扱い

を行っておるわけでございまして、これは認めておりますので、有権者の法に沿った取り扱

いが提出されておりますので、今議会に、臨時議会に御提案させていただいているところで

ございます。ただ、私どもの考え方を述べさせていただいたわけでございますので、この住



民投票条例の取り扱いについては十分尊重させていただいております。 

○１０番（平野文活君） であるならば、経済問題だからなじまない、否決してほしいと。

なじまないというのは、これは市長の個人的な見解であって、法がそういうことを限定して

いるわけではないということは明らかではないですか。（発言する者あり） 

○助役（大塚利男君） 法的にはそのとおりでございますが、市長の意見書をつけて出した

わけでございます。これは市長の考え方ということで御理解をいただきたいと存じます。 

○１０番（平野文活君） そういうふうに主権者が積極的に政治に参加する一つの認められ

た権利であって、しかも住民投票の対象というのは限定はされていない。どんな問題でも手

続きに従ってやればできるわけであります。そうであるならば、たとえ結果がどうなるかわ

かりませんが、可決をされ、住民投票がされた場合、その住民の投票によって示される住民

の意思というものについて、私は、市長は従うべきではないかというふうに考えるのですが、

あなたのこれは３月１７日の記者会見で、新聞報道によりますと、「住民投票を尊重するが、

私の専決処分で締結はできる。投票結果に従うとは今は言えない」、こういうような発言を

しているというふうに報道されているのですが、この真意は何でしょうか。 

○市長（浜田 博君） お答えいたします。 

 たしか、今、１７日の記者会見ということで、私も今、ちょっと見ているのですが、「住

民投票を尊重する」と言いました。しかし、「投票結果に従うとは今は言えない」というこ

とは、真意というふうにとるかどうかわかりませんが、住民投票が可決の状況にいっていま

したから、可決をされた場合は、議会を尊重するのは当たり前のことですから、そのときに

はその住民投票に従うのですが、その住民投票が、先ほどもちょっと言ったように５０％を

超えるだろうか、本当に住民の全市民の意思が反映するだろうかという不安感もあります。

その中で民意に従って１票でも２票でも賛成が多かったから強行するのだという思いには

なれないわけでございますので、そういうことも含めまして、拘束力のないそういう住民投

票がそういう状況で結果的に出た場合は、私はそこでどうしますということは、今の時点で

は言えないという判断をしたように自分では記憶をしております。 

○１０番（平野文活君） それでは、現時点ではいかがでしょうか。こういう楠港跡地への

株式会社イズミの誘致についての住民投票条例という案が出されていまして、それが可決を

され、住民投票が実施された場合に、やはり今答弁をされましたように、それに従うとは言

えないという立場ですか。それとも住民投票の結果には従って運営するという立場ですか。

改めてお聞きします。 

○市長（浜田 博君） それは仮定のことですから、１７日と全く同じでございます。とい

うことは、可決されるか否決されるかということは、議会の皆さんに慎重に御判断いただき

たいということをお願いしているわけですから、その結果を待って私は判断をしますし、ま

た住民投票が終わったわけではありませんので、終わった後にどういった形で、それを参考

にして私が対応していくわけですから、そのことも結果としてはそのときに対応を考えたい

ということは、今も同じでございます。 

○１０番（平野文活君） そこら辺が「住民の目線」、「市民の目線」というふうに標榜さ

れてきた浜田市長の発言としては非常に理解ができない点なのですね。住民投票が可決され、

行われて、その結果が出る。それに従うと言いきれない部分、今、どれぐらいの投票率かと

いうようなお話がありましたが、例えば市長選挙であれば、投票率がいかに低かろうと１票

でも多かった人が当選でしょう。住民投票もやはりそういう同じ趣旨で行われるわけですか

ら、住民投票そのものについても積極的な価値を見出していない。あるいは住民の対象につ

いても限定をする。しかも住民投票の結果が出てもそれに従うとは今は言えないと明確な答

弁ができない。私は、そこら辺に浜田市長の「住民の目線」というキャッチフレーズの危う

さというのを、非常にこの３年来感じてきました。 



 後にお伺いしますが、先ほどもちょっと答弁の中にもありましたが、３月議会で審議未

了、廃案というふうになった背景には、住民投票の結果を見てからというような流れがあっ

たのではないかと私は理解をしております。しかし、新聞報道を見る限りですが、市長が、

市長の辞職というものを打ち出してから、その流れが若干変わってきました。住民投票条例

に対する、議会では否決されるのではないかというような報道もされております。私は、一

言で言ってこれはすりかえだというふうに思うのですけれども、辞職に踏み切った真意とい

うのを再度お伺いしたいと思います。 

○市長（浜田 博君） これはもう何度も私は一貫してお答えをしていると思うのですが、

それから「住民の目線」ということを批判をされています。私が「住民の目線」でというこ

とで、住民が主役の政治を掲げて今まで一貫してそれをやってきました。だから住民投票条

例を 優先すべきだというあなたの指摘だろうと思いますが、私は住民の目線で大事にする

からこそ代表民主制、住民の代表である議会を一番尊重し大事にしているという気持ちでい

っぱいでございますから、その点は住民の目線が、住民投票の方が先だというお考えには、

私は納得いきません。そういう意味で住民投票条例はもちろん住民の意思を反映するために

代表民主制があるわけでございますので、その点は私はそのことを住民の目線であるからこ

そ議会を大事にし、そして直接請求者の方もしっかりと尊重していく。しかし、この企業誘

致と私の意見書で申し上げましたように、この信の問い方よりも、同じ住民の意思を聞くな

ら、はっきりとこの企業誘致がいいか悪いか、白か黒か、これをはっきりと住民の皆さん、

意思を反映してください。そうでないと、企業がいいか、また考え直しましょう、どっちが

いいですかというわかりにくい住民投票は、市民にどう説明していきますか。このことを考

えたときに私は、わかりやすくするためには、住民の皆さん、この私が今取り組んでいる企

業誘致がいいか悪いか、このことの判断をぜひ、私は信を問いますから、ここで判断をいた

だきたいという思いでやったわけでございまして、この住民の、市民の目線がそのことと、

議会を軽視して住民投票、直接請求を優先すべきだという考えには、私は納得いかないとい

うことでございます。 

○１０番（平野文活君） 辞職に踏み切った真意をお伺いしたわけです。今、企業誘致がい

いか悪いか信を問いたい。これがすっきりした形の、それが市長選挙だという意味に聞こえ

ましたけれども、それはおかしいのではないですか。もう単一の政策ですよね、楠港跡地に

株式会社イズミ誘致、これの是か非かという極めて単純な選択を市民に求める、これが住民

投票でしょう。今、すっきりした形で信を問うというのであれば、この住民投票が一番すっ

きりしていると私は思いますよ。それを、市長選挙となれば、その他人物がどうだとか政策

がどうだとか、そういうその他のもろもろの多面的な評価基準というもので有権者は選択せ

ざるを得ませんね。だから一番すっきりしているのは住民投票だというふうに思いますが、

あなたがそれを避けて辞職ということに踏み切った、その真意をお伺いしたいわけです。 

    （答弁する者なし） 

○１０番（平野文活君） なぜ答弁ができないのですかね。住民投票の方が争点を、すっき

りした選択を市民に迫るのであれば住民投票の方がベターではないか、一番すっきりしてい

るのではないか。それをなぜ市長選挙にすりかえるのですかということを聞いているわけで

すよ。 

○市長（浜田 博君） 市長選挙に切りかえるというのを悪い方に切りかえるように言われ

ています、私は好きこのんで市長選挙をやりたくないわけでございます。住民投票がこの企

業の選定、選別するということを市民にさせるということを私自身がどうしても納得いかな

いし、このことは私はやるべきではないという私の思いでございます。（発言する者あり） 

○議長（永井 正君） 傍聴席は静かに。 

○市長（浜田 博君） そういう思いの中ですっきりするということは、企業誘致をいいか



悪いか、こことで信を問うというのですから、これほどわかりやすい、はっきりしたことは

ないではないですか。そういう思いで私は信を問うて、直接請求者の皆さんのお気持ちを、

そういう形で民意を反映していただきたいということにしたわけでございます。だから、選

挙をしてこっちの方が勝ちやすいとか－－先ほど言ったように－－負けやすいとか、そうい

った部分ではございませんので、ぜひそういう意味で、住民投票がすっきりするかもわかり

ませんが、あなたの言い分であるとすっきりするかもわかりませんが、では、これがいいか

悪いか、住民にこれまで一生懸命私が説明をし思いを伝えてきたにもかかわらず、反対運動

を含めてこういう大きな問題になったこと、こういう状況であれば住民投票で皆さんがこれ

がいいか判断をするのに、本当にはっきりしているかどうか。投票に行って私は絶対賛成だ、

私は絶対反対だという意思表示ができるか。私はできないと思います。大部分の皆さんがい

ろんな形で言ってきていますが、私に聞こえるのは、「なぜやらんのですか」。この２年間、

もう本当に、「自信持ってやりなさい。来て悪いということはないではないですか」という

声の方が大きかったということで、私が凍結解除に踏み切ったわけでしょう。だから、これ

を住民投票の１カ月間で議員の皆さんが市民の目線で市民の声を聞けというのなら、そうい

う人たちに説得して、はっきりと賛成者の皆さん、反対者の皆さん、堂々と反対できますか、

堂々と賛成できますかという思いで投票に行っていただけるかどうか、この辺が私は非常に

不安でございます。そういうことを皆さんでさえ判断がしかねるという状況になったのを市

民に求めていいのですかという思いが－－私はここまで言いたくなかったのですが－－そ

ういう思いの中で当然、代表民主制の中でやっていただきたいということを貫き通したのも

そこにあるわけでございますので、市民のそういう巻き込みたくないという思いの中に、巻

き込むなら私の信を問うて、企業誘致がいいのか悪いのか、１３年間放置したまままだまだ

このまま放置しなさい、そして地域再生、観光再生は必ずこういうものができますというも

のを堂々と言っていただける方があれば、論陣を張って選挙で戦いましょうというのが、私

の今の真の気持ちでございます。 

○議長（永井 正君） １０番議員、議案質疑ですから、よく御理解ください。（「逸脱し

ておるよ」と呼ぶ者あり） 

○１０番（平野文活君） 今問題になっているのは、楠港跡地に株式会社イズミを誘致する

ことの是非であります。このことが今、市民の選択にゆだねられようとしている。それは住

民投票が一番すっきりしている。市長選挙となれば、あなたが先ほど前の議員の答弁で言わ

れたように、争点をここに絞って市長選挙をする、こういうことにならざるを得ない。しか

し、本来なら市長選挙というのはそういうものではないのですよ。いろんな候補者の人柄や

政策全般について市民が判断することであって、単一の争点に絞り込んで、その時々の大き

な争点というのはあるでしょう。しかし、本来の市長選挙のあり方は違う。市長選挙をそう

いうふうにゆがめてしまうのは、あなたの責任だと私は思います。私はそういう見解であり

ますが、この投票条例がどういう結果になるか、議会の判断を待ちたいというふうに思いま

すが、もしこれが否決され市長選挙ということになるのであれば、そういうやっぱり市政の

混乱をもたらした浜田市長の政治手法、政治姿勢、そのものについて、私どもとしてはやっ

ぱりきちっと批判をさせていただかなければならない。もうこういうふうな市政は終わりに

しようではないかという呼びかけをしなければならんというふうに思っております。 

 浜田市長が登場された 初の議会で、私は、「別府市政は期待と失望を繰り返してきた」

というふうに述べましたが、浜田市政も私どもから見れば大きな失望を与えております。私

どもとして市長選挙に主体的にこれまで取り組んだことはありません。ありませんが、今回

はそうした立場から全力で取り組むことを表明して、質問を終わります。 

○２４番（泉 武弘君） 住民投票条例案並びにそれに伴う市長の意見書について、質問を

させていただきます。 



 これに関連して、今、１０番議員がいろいろ質疑をしましたけれども、ちょっと私の聞き

間違えかもしれませんが、住民投票条例は物事に対する情報が正確に有権者の皆さんに伝わ

らない危険性がある、そういう危惧がある。だから市長選でこのことを争いたいというふう

な御答弁があったように聞いていますが、それでいいのかどうか、それが第１点。 

 それから第２点目に、経済問題で住民投票をやることはなじまないのではないか、こうい

う言われ方をしていますけれども、大型店誘致というのは、いわゆる俎上に上がった問題な

のですね。住民の直接請求の願いというのは、この６，０００坪の利用方法をめぐって住民

投票をしてくださいということなのです。わかりますか。市有地の活用をめぐって住民投票

をしたいということなのです。それでも、この住民の直接請求である投票というのがなじま

ないというふうにお考えですか。 

○助役（大塚利男君） お答えいたします。 

 住民投票は、正確な情報が住民に伝わらない危険性があるのではないか。確かに常設の住

民投票条例の設置の御質問などございましたので、その中で御答弁をさせていただきました

が、その中の答弁では、そういったデメリットがある、十分な正確な情報が平等に伝わらな

い、そういった危険性があるということは確かにお話ししました。その反面、議会では、議

会での十分な論議によりましてということで、住民投票条例になじむものとなじまないもの

があるという中で答えさせていただきました。市長選で十分に伝わるというような回答は、

私はいたしておりません。 

○２４番（泉 武弘君） 市長は、住民の皆さんに、自分は選挙をやりたくないけれども、

この問題を市民に直接選挙で聞いてみたい、こう言われましたね。そのことは間違いありま

せんね。そこで、市長、あなたがもうすでに辞職願というのを出していますね。現下の別府

市の行政の持つ問題点からいいますと、私はそんな２カ月間もかけて市長不在の選挙をして

いいのだろうかという気がしてならないのですよ。あなたが代表取締役会長を務める扇山ゴ

ルフ場、どうなっていますか。３月末までに、３億２，６００万円を返さなければいけなか

ったのでしょう。お金を、信頼して預けた２７３名の皆さん方に１１億からの金を返さなけ

ればいけないときに、２カ月間も空白をつくって、この楠港に誘致する大型店だけの問題で

市民の賛否を選挙であらわしてもらうというようなことが許されるというふうに、市長はお

考えですか。 

○市長（浜田 博君） 御指摘いただいている扇山問題、大変心を痛めております。御指摘

どおり、今一生懸命取り組んでおります。しかし、私がこういう状況に至ったのは、いろん

な意味でこの問題になる前にこんなことは本当に空白のこの５０日間をつくりたくないと

いう思いはいっぱいでございましたが、そのことに空白期間をつくらないように、できるだ

けそういう扇山問題、そのほかいろんな重要な問題については、なるたけ滞りないようにし

っかりと今指示をしているところでございますので、その点については精いっぱいの努力を

職務代行者以降しっかり頑張っていただけると考えております。責任を放棄したわけではご

ざいません。 

○２４番（泉 武弘君） あなたが楠港に誘致する大型店問題を争点に上げて選挙をすると

いうのは、私は市長選挙のあり方としてなじまないのではないかな、こういう気がするので

すよ。例えば、今３年経過しようとしていますけれども、今の段階で市民の投票行為によっ

て審判を受けなければいけないような問題なのかどうか、楠港問題が。私は、あなたとは見

解を異にするわけです。住民投票条例、私は賛成なのですけれども、市民の民意が出てから、

それを市長が判断をして次の手を打てば、私は十分できるのではないか。あえて、今それを

する必要があるのかな。しかも空白の２カ月間。まさに市民を二分して争うわけです。その

片方の主役はあなたになる。場外車券にしても、別府市が７億６，０００万円損害賠償を打

たれたわけでしょう。この裁判はどうなるかわかりませんよ。こういう重要な行政課題が山



積している中で、あえてこの問題だけを争点にするというのは、私は常軌を逸しているので

はないか、大変残念ながらそう言わざるを得ません。 

 さて、この意見書の中にこのような文言がありますね。「企業誘致を契機として往時のに

ぎわいを取り戻すことによって中心市街地の活性化を図り、ひいては別府市の地域再生を図

る」、こういうふうにあなたは意見書の中で述べておられます。 

 さきの議会の議案質疑で直接市長にお尋ねしたかったのですけれども、あなたが体調を崩

して入院されましたので、直接お尋ねする機会がありませんでしたが、きょうは大変うれし

いことにあなたがそこにおられますから、今言われた「往時のにぎわいを取り戻して中心市

街地の活性化を図る」ということについて具体的に教えていただきたいわけですけれども、

第１点目に、株式会社イズミを楠港埋立地に誘致して活性化できるという根拠を市長の口か

ら述べてください。あなたが自分の職を辞してまで大型店を誘致したい、その決意があるわ

けですから、あなたの口から私ども議員にわかるように具体的に根拠を示して説明してくだ

さい。 

○市長（浜田 博君） お答えいたします。 

 私は、これまでに一切これを述べてないなら、今から全部述べます。しかし、本会議場で

この２年にわたって企業誘致をする意思から始まりまして、なぜ１３年間放置されたまま、

このままではいけないよということで企業誘致、全国に公募してきた。ここからずっと私は

活性化につながる、観光再生に必ずつながっていく。人のにぎわいを交流拠点施設をつくる

ことによって、ここに必ず別府市に人が集まってくれる。そういう方々が魅力あるまちづく

りを進めたときに、そこにも行ってみようか、あそこにも行ってみようか、こういうふうに

なってくるのではないか。このまま放置されてきて活性化しなかった原因はどこにあるのか、

そのことを考えたときに何とか交流拠点施設をつくりたい。これは埋め立ての目的に従って

必ずやっていきたいという思いに駆られたことも事実でございます。それ以降、いろんな調

査をしながら、このまま放置をしていたのでは商店街のシャッターをあける努力を、空き店

舗対策事業も、国や県の事業で何度もやってきた。しかし、結局は人は通らない、人が集ま

らない。こういう状況ではなかなかできないという判断の中で交流拠点施設の誘致は、必ず

活性化につないでいかなくてはいけないという思いでこれを進めてきたということでござ

いますから、あと詳しい根拠とか理屈とか、いろんな問題については何度も何度も今度は議

論してきたわけでございますから、私はその思い１点に絞ってここまでこの道を進んできた

ということだけは御理解をいただきたい。 

○２４番（泉 武弘君） 市長、何か考え違いをされているのではないでしょうか。あなた

が「今しかない」、この大型店誘致で中心市街地の活性化を図りたい。「思い」、「願い」

とかいうのは十分聞いたのです。では具体的にどうすればそれが具現化できるかということ

は、ただの一度も聞いたことがない。 

 それでは市長、あなたがそこまで株式会社イズミを誘致して中心市街地の活性化ができる

と言うのであれば、覚えておられるでしょう、北小学校移転、それで観光会館を取り壊して

まで事業を行った北浜開発、別府市がコスモピアを８０億円かけて損失補償した。このとき

には駅前に近鉄、流川にマルショク、そして北浜開発の中心拠点を今のトキハ・コスモピア

でつくろうとした。そのときの議事録、脇屋市長さん時代のを私は何回も読み直してみまし

た。今、市長が言われることと同じことを言っている。回遊性が生まれる。これで駅前の近

鉄とトキハ・コスモピアと流川のマルショクとのトライアングルの中で回遊性が生まれるか

ら中心市街地は活性化できると、こう言った。あなたは覚えているでしょう、同じ議員で５

４年からですから。どうしてできなかったのでしょうか。あなたはこの問題についてどのよ

うな検証をして、今度の提案に生かしたのか。どのような検証をしましたか、御答弁くださ

い。 



○商工課長（古庄 剛君） 私の方から、お答えさせていただきます。 

 トキハ別府店を誘致したときは、たしか６３年だったと思いますが、この直後にたしか日

本経済、バブル崩壊というような事態があった。こういう時代背景が今回との違いもあろう

かと思います。 

 それともう１点、今回のイズミの企業誘致につきましては、かなりの地域貢献策というよ

うなことが盛り込まれている。具体的にはイベント広場の設置とかワンコインバスの運行、

それから地元商店街の利用者への駐車場無料開放とか、それから共通お買い物券とか地域通

貨の共同利用というようなこういう地域貢献策が盛り込まれております。（「議案質疑では

ないぞ」と呼ぶ者あり）違いということでございましたですね。それと、２期計画における

若者から要望の多いシネコンの設置とか、それから足湯、美術館、こういうものの建設計画

も含まれております。こういう観光的な要素も含まれておりますので、若干違いがあるので

はないかと思っております。 

○２４番（泉 武弘君） 市街地の活性化を図る、このように言っていますから、当然この

大型店誘致で日の当たる部分と日の当たらない部分というのがあるわけですね。ワンコイン

バスが与えるタクシー、バスへの影響、これはどのように試算しているのか。 

 それからもう１点。１，１００名の雇用を創出するということです。これは別府市内で売

り上げを今あるパイの中でイズミが売り上げを伸ばすことによって、既存店舗の従業員とい

うのは解雇になることは、これはもう当然なのですね。これはどなたが答弁するのか知らな

いけれども、課長、あなたが答弁されたから、こっち見ておいてください。いいですか。片

方で消費力が伸びてない段階で、片方で雇用をすれば、今小売店に従事している皆さん方は

解雇につながるわけです。そういうことが当然あるわけでしょう。そうなってきたときに、

１，１００名の雇用とリストラに遭う人との対比はどのような試算をしているのか。 

 それからワンコインバス、それから、今、足湯とかいろいろ言われましたけれども、こう

いうものは１番議員が議論をしましたけれども、今から先の課題ではないのですか。それは、

もうすでに今回の計画そのものに組み込まれているわけですか。今から協議をするというこ

とではないのですか。これが第１点。 

 それから２点目に、市長は、この意見書で「中心市街地の活性化ができる」、こう言って

いますが、流川……（発言する者あり）一般質問、意見書が出ているでしょう。あなた、読

んだの。流川マルショク、それから浜脇マルショク、トキハへの具体的な影響はどうなのか。

あなた方が言われるように、イズミ誘致で活性化がその地域だけできたとしたときに、他に

与える影響はどのように試算しているのか、具体的に答弁してください。 

○商工課長（古庄 剛君） お答えいたします。 

 ワンコインバスの件につきましては、これはちょっとさきの３月議会の一般質問でも出た

かと思いますが、今、イズミとバス会社の方で協議中でございます。「締結後に」というよ

うな答弁をさせていただいたと記憶いたしております。 

 それから、雇用の問題でございますが、これにつきましては、別府のハローワークの調査

によりますと、今回、イズミが雇用しようとしているような販売職、こういうものにつきま

しては、求職を求める人の方が多いような事例が出て、大体０．７６というような、これは

１になったときにちょうど求職者と求人者の割合が合うわけですが、まだ０．７６というよ

うな割合で職を求めるような人が多いような状況でございます。 

○２４番（泉 武弘君） 市長、あなたがこの意見書で言っている、「中心市街地の活性化

を図る」、こう言っていますわね、意見書で述べています。今度のイズミ誘致、イズミ進出

の場所は６，０００坪の市有地ですね。国道１０号に遮られた、国道１０号から海側にある

から間違いないのですかね、国道１０号から海側にある。北浜を核として駅前の近鉄、流川

マルショクという平面的に動きが可能な地域とは違って、国道１０号に遮られた地域に大型



店が進出する。これであの中心市街地が活性化できるというのを、すみません、根拠を教え

てください。わからないのです。あなたは、歩道を２億５，０００万でつくるからとか言い

ますけれども、私……（発言する者あり）あなたは何を言っているの。（発言する者あり）

ちょっとすみません、議長。今の不穏当発言、注意してください。（発言する者あり） 

○議長（永井 正君） どうぞ、質問を続けてください。 

○２４番（泉 武弘君） 国実議員、あなたにはっきり申し上げておきますけれども、議員

の質問にあなたがしたければ、あなたが発議をしてください、質問できるわけですから。（発

言する者あり）あなたが、今、活性化できるということを、それを具体的に示してくれませ

んか。 

○観光経済部長（阿南俊晴君） お答えいたします。 

 北浜開発の検証という、先ほど議員さんの方からも御質問をいただきました。先ほど課長

の方からも、お答えをさせていただきました。トキハにつきましては、昭和６３年に開店を

し、現在１７年間が経過をいたしております。また近鉄につきましては、平成６年、別府市

から撤退という形で１２年間を経過。この間の社会情勢の中でやはりバブル崩壊、それから

社会情勢の今日までの形態が変化してきているという部分がございます。今回、楠港埋立地

への誘致につきましては、現状におきまして、先ほど申し上げました回遊性の問題、駅前通

り、北浜それから流川、こういう部分を将来的に、これは１５年、２０年先はどうなのかと

言われても、現在の状況でしか推測ができません。このような中で行政としてこれが今 善

の策という形でとらえたところで御提案をさせていただいたという部分でございます。 

○市長（浜田 博君） 議員の質問に、お答えになるかどうかわかりませんが、お答えしま

す。 

 あなたとは同期で、先ほど北浜開発の問題を出されました。まさにあの当時からあなたは

大変勉強家で、私も尊敬いたしております。大変な議論を戦わせました。同じ意見もありま

したし、相反する意見が大部分だったかなと今は思っておりますが、その中で公設市場の問

題とか北浜へのトキハ進出の問題とかいろんな問題がありました。しかし、今回、この企業

誘致にかかわって、なぜ私はあなたが反対をし、このまま放置をして商店街をどういう形で

助けようとしているのかな、中心市街地活性化を逆に私が質問できるのだったら質問したい

のですが、この楠港を当たらずに反対をしていらっしゃるから、そして商店街活性化なり観

光再生をどうしようとしているのかという絵を私は見せていただきたいというか、そういう

提案・提言をいただきたいと思っているわけでございますが、残念ながらそのことよりも、

これが悪い悪い、やめよやめよという大号令でばかりでございますので。ただそこが私は今

の言質で、前のことはもう言いませんが、今ここの時点では、必ず私とあなたの意見は完全

に食い違っているということは、はっきりと確認ができます。 

 ただし、私が今質問にお答えをしたいのは、中心市街地の現状を見たとき、この現状を見

たときに地元の商業者の方々が非常に危機感を持っているというのは、あなたも私もここは

把握は一緒だろうと思います。本当に危機感を持っていますよね。シャッターが閉まってし

まって、かつてのにぎわいがなくなった、どうしてくれるのだと。これは行政に責任もある

かもわかりませんし、また商店街なりそれを取り巻くいろんな状況があるかもわかりません

が、これを打開するために別府市としてどうすればよいか。ここの原点から私は地元の要望

を受けて、空き店舗対策事業にも県会議員時代に本当に真剣に取り組みました。 

 そういった中で結局は、これも活性化対策に取り組んできましたが、抜本的な改善には至

らなかったという経緯があるわけでございまして、今、別府市としては今回の、私が市長の

立場に立ってから、この中心商店街の活性化なり観光再生、地域再生、ここまで別府が衰退

しているのを何とかしたいという思いで、別府を変えたいという思いで私は市長にならせて

いただいたと思っていますから、そういう思いの中でこの核となる店舗を誘致していかなく



てはいけないな、そういう思いに今はなっているところでございまして、商業施設というこ

とで公募したわけではございませんから、その問題は別にしても核となる店舗を誘致すると

いうことに今はなっているわけでございます。その中で市外に流出していた地元消費者、観

光客も含めてもう一度呼び戻したいという思いの中で昔のにぎわいを取り戻したい。そうい

う意味からいろんな祭りやイベントを見直して、別府がこんなことをやっていますよ、来て

ください、別府はいいところですよ、住みよいまちですよ、来ていい町なら、また行ってみ

たいな、こういうまちづくりを進めたいというのが私の基本でございまして、その中でこの

誘致企業の駐車場の共同利用の問題も含めまして、商店街に何とかならないかという問題を

ずうっとイズミに、株式会社イズミに決まった時点から、選定された後から精いっぱい市民

の要望をぶつけてきたところでございまして、中心市街地の共存共栄を図りながら中心市街

地の活性化に取り組みたいというのが私の真意でございます。 

 またさらに、この企業誘致によって、前の北浜開発と違うのは、一番財政が今厳しい状況

の中にありますが、得られる新たな収入、賃貸収入と固定資産税等々でこのまちづくりや商

店街の活性化策の一助に使えるのではないか、それだけではありませんが、あと観光再生、

地域再生全体の別府の方に予算が少しでもあるのではないか、こういう思いを持っておりま

して、また雇用の問題も言われましたが、地元雇用を優先していただく問題、さらには地元

企業をしっかり活用してもらう問題、そして地産地消及び地元産品のチェーン店を持ってい

るわけですから、そういったところから全国展開によって経済波及効果も必ず出るだろう。

そういういろんな思いの中でこの企業誘致、大型店がベストではないがベターになったとい

うことで、これも私は商業施設ゆめタウンにならないように、できれば単なるスーパーでは

ないよ、ショッピングセンターだけではないよ、観光の立市だから、観光の要素を十分踏ま

えていただきたいという意味で、イベント広場をつくっていただこうとか、また遊びの空間

をたくさんつくってくださいとか、海が見えるようにしてほしいとか、またヨットハーバー

が整備される。ヨットを見ながら向こうでアウトレットモール、若者がお茶を飲みながら心

がいやされて、帰りに買い物をして帰るようなそういう観光の拠点、またこれからＩＴ戦略

も含めまして、別府のドラマーシャル、アジアに向けての観光のネットワークの中心がその

店舗の中に入りたいな、こういう思いも持っておりまして、観光の中心が、核がここになる

よ、単なるショッピングセンターではないな、こういう思いを一生懸命今お願いをしながら、

観光の拠点、観光ゾーンとしての位置づけも大きくそこに反映していきたいという思いの中

で、この企業誘致を成功させたい、こういう思いで今頑張っているところでございますから、

あなたが否定をされる、なぜ否定をされるのか、そして、ではそれにかわる活性策はどうあ

るのか、このことをしっかり提言をいただきたい、このことをお願いいたしたいと思います。 

○２４番（泉 武弘君） あなたが今御答弁された中で、やっぱり議決すべきでなかったな、

そういう漠然たるもので議会は議決してはいけない、こう僕は思っています。本当に審議未

了になったからよかったなという、私は気がしています。 

 それから、市長、誤解がないようにと言っていますが、あの６，０００坪をあのままでい

いなんて、だれも言ってない。今の市民の皆さんは、あの利用については我々も参加させて

ほしい、こういう運動をしているのですね。 

 私もけさ、別府市の条例をずっと読みました。その頭の部分に、別府市の都市像というの

が出ています。その中に「商業」という部分がありまして、別府市の商業をどうするのか。

まず経営改善をしなければいけない、それから専門店化しなければいけない。これが二つの

大きな柱になっていました。別府市は観光温泉文化都市ですから、それに沿った市有地の活

用というのが私は是であるなと。 

 それから市長、私はどうしてもあなたが言っているのが理解できないのが、前市長の井上

さんの時代に５件申し込みがあったのですね、この楠港の進出の。たしか３件がホテルでし



た。一つは土地売却で、一つは株式会社イズミだったのですね、井上さんの話によるとです

よ。それで井上前市長は、そういう量販店は別府市の市民の合意が得られないし、別府市に

ふさわしくないからということで、当時の安倍一郎助役を通じてお断りした経過がある、こ

のように本人が明確に言っていました。それなのに、行政は継続性ということがよく言われ

ますけれども、ならば、イズミを過去に行政がお断りしたという経過があれば、それは今回

選定ができない理由とも実は考えられる。やはり、そういうこともよくあなた自身が判断を

しなかったという問題も、実はあるのですね。 

 それから、別に挑発に乗ったわけではありませんけれども、行政が旗を振って行政計画を

進めたのが、あなたがくしくも触れられた公設卸売市場ですね。この問題、あなたは賛成、

僕は反対。「経済は自由原則に任すべきだ、行政が関与すべきではない」と僕が主張しまし

たね。仮処分を求めました。今はどうなっていますか。一番 盛時の売り上げの半額に落ち

ている。当時言ったでしょう。「東京都の生活局の調査をしたら、冷凍食品、市場外流通食

品、こういうものに比率が高まっていくから、市場の持つ機能そのものが落ちてくる。だか

ら行政がこれに手を出してはいけない」と言いました。私らが主張したとおりになりました。

行政が主導して大型店誘致をするというような経済活動まで行政が介入するときには、そこ

に絶対的に必要な条件というのがなければいけません。残念ながら、今の別府市の小売業販

売額は、過去３年間で１０８億減少しています。今、市有地の中に大型店を誘致する必要は

見当たりません。そしてまた、そのことを論点にして、争点にして市長選をやる余裕もあり

ません。このことだけ申し上げて、終わります。 

○１２番（池田康雄君） 市長の意見書を中心に質疑をしていきたいと思いますが、市長さ

ん、この意見書を何度か読み返してみました。どなたと一緒におつくりになったのかわかり

ませんが、できがよくないですね。（笑声）やっぱりね、私としてはかくかく考える。そし

て、それはなぜなのかという部分というのをほとんど出さずにこの意見を述べておるから、

どうしても説得力が出てこんのですね。 

 幾つか、市長さんもお変わりになったのか、質疑をしながらお話ししてみたいのですが、

まず、先ほど来何度も文言としては出ておりますが、本件の企業誘致のような経済問題は、

住民投票によってその賛否を問うべき事柄ではない。こういうふうにして、なぜなじまない

のかという理由を述べずに、一刀両断でこのように切り捨てておりますが、こういう今回の

楠港にかかわる企業誘致の住民投票請求の本来的眼目はどこにあるのかということは、この

ように歪めて解釈すべきことではないことは明らかですよ。 

 まず、国が１７０億近くかけて海岸整備をしていく。県が国体に備えてヨットハーバーを

整備していく。そして、その国体準備のために北浜公園を更地にしてしまう。そして、国体

が終われば再び北浜公園を再生させる。そういう一連の流れの中で、楠港というものを考え

ていくという視点はないのか。つまり、そういう新しい別府の海岸線の中にあって楠港とい

うのはどうあるべきかという別府の景観の問題であったり、はた中心市街地に残された唯一

の広大な市有地が、今後の国際観光温泉文化都市別府としてどのように有効に活用されるこ

とが、別府のまちづくりとして有益になるのかというような視点こそが、この楠港の住民投

票で市民に判断をさせていただきたいと願う、そしてその正当な手続きを踏んでそれなりの

プロセスを踏みながら、何とか自分たちにもそういう市政へのかかわりを持たせてほしいと

いうふうに願っておる声を、「なじまない」という一言でその住民の声を切り捨てる。そし

て言葉づらでは「大変感謝をしている」、あるいは「尊重する」というような論理で、いわ

ゆる市民の声を封殺するという行為は、少なくとも「市民の目線」を標榜し、わかりやすい

政治を推進しようとしている浜田博市長のなすべきこととは到底思えない、このように思う

わけですが、その点についてはいかがですか。 

○助役（大塚利男君） お答えいたします。 



 この楠港の開発につきましては、これまでも議会でるる御説明をいたしたところでござい

ます。埋め立ての経緯等につきましては、議会の承認をいただき、私ども、これについてこ

この企業誘致というのも過ぐる議会でも明らかにしてきたところでございます。行政として

こういった手続きを踏んで、また公募に当たっても全国に公募し、そして選定委員会を設置

いたしまして、行政だけでなく民間の他分野の方も入っていただきまして、その選定委員会

の中で今回決定して選定をいただいたところを答申いただき、これに基づいて行政としては

行政の手続きに沿った、ルールに従った行いを行ってきておりますので、これを「考える会」

の要望によります選定前、公募前の状況に戻すというようなことはできないという判断で今

回取り組んでおりますので、御理解のほどをお願いしたいと思っております。 

○１２番（池田康雄君） 助役さんと私とは、議員になっての関係ですから、そして私はあ

なたを研究したこともないし、さほど人間関係もないわけですから、私が今言いたいのは、

私の知っている市長浜田博が、この問題を私が考えている切り口に対してどう考えますかと

いうことを問いかけておるわけですから。 

○市長（浜田 博君） 国語のプロの先生から意見書が全く違うと言われますと、「そうな

のかな」とうなずくようにならなくてはいけないのですが、私は、池田先生の論理に反対す

るものではないのです。住民の目線で私が進めていることが、あなたが考えている方向性が

変わったというふうに認識されているように、私自身は一貫して住民の視線でこの公約を考

え、そしてこの現状に至っているということは全く変わってないわけです。それは、もう長

くなりますから、あなたも本当に私の公約を一生懸命一緒に考えていただいた一人でござい

ますし、私は楠港をどのような立場で取り組んだというのは、一番あなたが知っていると思

います。私が楠港だけ独自に急に思いつきでやったとは思ってないと思います。私は、観光

開発、地域再生のためにこの楠港誘致を考えざるを得なかったこの状況下に置かれたという

のは、あなたは理解していると思いますから、私はこれ以上弁解はいたしませんが、本当は

楠港に企業が来るとは思ってなかった。そのために野外イベント広場として何としてもあの

荒れ地を整理をしたいなという思いをあなたと相談したことを私は記憶をしておりますの

で、その辺はあなたも御理解をいただいている。しかし、就任して早々企業が、土地が下が

っているこの時期に幸か不幸かどんどん来たものですから、全国に公募をしていったという

状況をぜひ御理解いただきたい。 

○１２番（池田康雄君） 市長、私が残念に思うのは、こういう市民の住民投票という、な

かなか住民がここまで声を出しながら、この問題をともに考えたいという動きが出てくると

いうのは、そうしょっちゅう起こることではないのですよね。そういう、まさに市民が動き

出したその芽を、企業誘致のような経済問題は住民投票によってなじまんのだ、賛否を問う

べき中身とは考えんのだというような意見を添えるあなたに、いわゆる残念な思いをするわ

けですよ。そこをもう少し一歩冷静に、そしていつものように謙虚に、市民の方々の本当の

思いはどこにあるのか。なるほど新しい海岸線ができる、なるほど１０年間も放置された楠

港ではあるけれども、それをいかに活用することが望ましいのか。いわゆるほかのスーパー

とは違うのだと言いながらも、やはりスーパーが来るということに対してどう考えるのかと

いうことを、市長はいわゆる議会の中で、その反対の署名について、僕から考えると信じら

れないような、言葉では「慎重に」あるいは「大切に」、「重く受けとめる」と言いながら

も、やはりその言葉の端々には、さほどの数の中身というのは、非常に不信を抱かれるとい

うような種類の発言もしますし、一方ではそういう署名の多くを無視したかのように、私の

周りには賛成の声がとてつもなく多く聞こえてくるというような、そういう御発言をなさっ

ておるだけに、それでは実はどうなのかということを住民投票で問うことこそが、市長の正

しい市民の声に耳を傾ける姿勢ではなかったのかというふうに思っていただけに、この住民

投票をいろいろと言いながらも結果的には封殺する側に力を入れてしまった市長に、非常に



失望しておるというのが一つあります。 

 次に、この文章の中に、そして先ほど来のやり取りの中でも、いわゆる代表民主制、そし

て議会というのは決定をすべきものだ云々というところで、何でこんな問題がいろいろに出

てくるのか全く理解できませんね。市長さんが協定を結んで企業を誘致したいのだと議会に

提案したのでしょう。ところが賛成が得られなかったのでしょう。そのことに何の疑いがあ

りますか。賛成を得ることができなかったという事実から、次に進むべき道を進むべきが、

それをこねくり回してひっくり返して、何かこう、完全に否決されたわけではないというよ

うな論理を持ち出してきて、この問題を住民投票を否定し市長選に持っていくというのは、

余りにも強引というか、つじつまが合わないというか論理が飛躍しておるというか、まさに

私たち庶民の感覚ではとても考えられない、わかりにくい道を選択されているのではないか

というふうに思えてならんのですが、いかがですか。 

○市長（浜田 博君） それは何度もこれまで言ってきたように、そこから見解が少し違う

のかな。私は、わかりにくいからこそわかりやすくするために、あえてこういう状況で、市

民の皆さん、企業誘致が間違っているのですか、どうなのですかという判断だけいただきた

いという信を問いたいということでございますので、ぜひその辺は、御理解いただけないか

もわかりませんが、その主張は変わりません。 

○１２番（池田康雄君） 住民投票ではなく市長選の方がわかりやすいから、そっちを選択

したのだ、こうおっしゃりたいのですね。そうおっしゃっているのだと思います。そのよう

に聞こえました。ですが、市長さん、冷静に、ここから数字が出ますので、集中をお互いし

ながら考えてみてください。先ほど選管の方から答弁がありました。いいですか。前回の地

方選のデータだけれども、市長選プラス市議選の補選をやると５，０００万円かかる。住民

投票をやると４，０００万円かかる。そこで概数１，０００万円お金がかかる方を選択する

のですね。そして市議の補選をやれば、当然２名の議員がふえるわけですから、そのための

経費がまたかかるわけですよ。住民投票というところでいけば、もう４，０００万円ぽっき

りで終わるものを、５，０００万円プラスアルファの予算を使ってまでそっちの方を選択す

るということが、私は別府市の、時に財政が厳しいということを口に出されている市長さん

が選択すべきこととは思えないのですが、その点はいかがですか。 

○市長（浜田 博君） 私は、お金を使いたいわけではありません。お金がないわけでござ

います。基本的にこれが議会が可決であれ否決をはっきりしておけば、どちらもしなくて済

んだと思います。お金はゼロだったと、私は思います。たとえ審議未了が尊重されて住民投

票になっても、それを 初から否決しますということがわかっておれば、私は職をかける必

要はなかった。ただ、どうしても４，０００万円という税金を使うという方向にいっている

わけですから、これは阻止をしたい。住民投票はなじまない。この思いの中でこれを否決す

るには本当に 後の 後の私の、本当に残念ながら信を問うて比較をせざるを得ない状況に

至った。 初からどちらかをやるという気持ちは全くないし、どちらもない方がいいという

のは当たり前のことで、それを選択してほしかったというのが本当の気持ちです。 

○１２番（池田康雄君） 市長さん、おかしいでしょう。４，０００万円かかりそうだから、

４，０００万円の選択をやめて５，０００万円プラスアルファの方を選んだというのは、や

っぱり非論理ですよ。４，０００万円かかりそうだったものを、２，０００万円で済むもの

に変えたというのなら非常にわかりやすい。私は、この選択というのは市長の選択としては

非常におかしな選択ではないかというふうに思いますし、もう一つ、市長さん、このことを

考えてください。いわゆる住民投票であれば、賛成の方々、反対の方々、いろいろな方々が

それぞれ自分の主張を互いに伝え合いながら、その意見を広めていくという運動で展開され

ていくわけですが、市長選ということになれば、市長は「お金がない」とおっしゃっていま

すが、私もあるようにはお見受けできんのですが、それでもやっぱり何千万かの費用を市長



さんは捻出しながら市長選を組み立てていくわけでしょう。市長さんは自分が選択したから

そのくらいの金を捻出してつくるのは、それは仕方がない。だけれども、その選択をするこ

とによって、もう１人あるいは２人の、そういうお金を使って出てきなさいということを、

あなたはそういう土俵をつくり上げてしまったのですよ。これ、民主的な、金がなくて土俵

に上がれないというような仕組みを仕組んで、あなたがこの問題を決着させようとするのは、

あなたの今まで生きてきた政治信条とは大きくかけ離れて、金がなければ何もできないので

はなく、金があるものがあなたと勝負ができるという場面をつくるというのは、どうしても

私の知っておる浜田博と結びつかん。この件についてはどうですか。 

○市長（浜田 博君） 何か財政的なものばかりが、こう前面に出ていますので、もうあな

たは、私が借金して選挙したというのは一番知っているわけですから、（笑声）お金がない

というのは、一番あなたが認めていると思います。またこの借金ができない状況の中で、ま

た借金までして選挙するというのは、あなたが一番言いたいことだろう、そのとおりです。

そのためにまた相手に金使って出なさいという、そういう挑戦をしているわけでも何でもあ

りません。金のかからない公選法にのっとった中での精いっぱいの選挙を、 低の、お金の

かからない中での選挙をしたいというのを、私は間違いなく思っておりますから、金がある

人出てこいよ、そういう気持ちは全くありません。金がなくても本当に正々堂々と選挙を戦

いましょうという気持ちですから、ぜひその点は、もう余り財政問題で言っても、これは議

論がおかしくなりますよ。お願いします。 

○１２番（池田康雄君） そこが市長、変わったのですね、あなた。あなた、借金してまで

しなければいかんという状況があるということを認識しながら、何でその道を選択するのか

が理解できぬと言っておるのですよ、僕は。そして、それは何か仕組まれたかのように言い

ますが、あなた自身が選択しておるから私は違和感を感じておるわけですよ。そして、あな

たは何も金を使って出てこいとは言わんと言うけれども、市長選というのはそういうものを

言うのでしょう。あなたは、市長選にだれも立つなと言っておるのではないのでしょう。立

てと言っておるのでしょう。だからそういうようなところが、私は本当に民主主義のあり方

をしっかりと念頭に置きながら政治活動をしてきたあなたが、何でその道を選択されんのか

というのが全く理解ができないということを伝えておきましょう。 

 それから、先ほどもちょっと出てきましたが、僕に対してもそのようにおっしゃるのなら

おっしゃってください。楠港を１２年間なり放置してきた。そして、今これをやめたら、こ

のままずっと何もせんでいいのですかという論理を盛んに繰り返し使われておりますが、今

まで放置してきた。これは市有地ですから、別府市行政が放置してきたのですね。それを今

回の問題を契機にいろいろあそこはどう活用されることがいいことなのかという議論が、今

まさに起こってきているわけですから、これがとまったら、イコールこのまま放置させると

いうことにはなっていかんでしょう。そう考えるのが当たり前ではないですか。そして、そ

れならおまえだったら有効利用をどうするのか云々とおっしゃったけれども、当然、僕だっ

たらそのプロセスを大事にして、どうあることが一番別府市の楠港の有効活用としてよろし

いのでしょうか。国際観光温泉文化都市の市街地の空き地がどのように活用されるのが一番

望ましいのですかという、そのプロセスを大事にしますよ。それをしないで公募した。だか

ら、おかしいのでしょう。だから問題があるのでしょう。その問題を引き起こしたのは何な

のか、どこにあるのかというところを飛ばしてしまって、今まで放置してきた、これからも

放置していいのかという、この、だれが考えたかわからないとぼけた論理というのか、おか

しな論理を何遍繰り返すのですか。だれが、このまま放置せよと言っておるのですか。だれ

も言ってないではないですか。どうしてこの問題をストップする、この企業誘致をストップ

したら、このまま放置するというそういう言い方をなさるのですか。その点について教えて

ください。 



○助役（大塚利男君） この件についても過ぐる議会で御説明したところでございますが、

今回の公募に当たっては、中心市街地活性化基本計画、あそこの楠港跡地、埋め立てるとき

からいろいろな目的を持って、どういう目的を持ってということで埋め立てをし、それから

中心市街地活性化基本計画などを策定いたしまして、その中で中心市街地活性化策定委員さ

んなどにお願いいたしまして、楠港跡地をどのような開発をするのか、そういった位置づけ

をしていただいて、これをもとに公募したわけでございますので、これを市民の皆様にお諮

りせぬまま公募したということでございますが、確かに一般公募と、この活用についてはい

たしておりませんが、そういった経過をもって私ども、企業誘致を進めておりますので、そ

このところを、この前からも御説明しておりますので、御理解願いたいと思っております。 

○１２番（池田康雄君） 僕は、きょう、持ち出すつもりはなかったのですよ、平成１２年

中心市街地活性化基本計画。助役さんがそれをおっしゃるのなら、そして、「先ほど来」と

か、「前々回からずっと説明しておる」と言うけれども、それなら同じ説明を僕も繰り返し

ますよ。中心市街地活性化基本計画は、楠港の活用は別府市と民間とが主体となって事業展

開するというのでしょう。そうすると、楠港をある企業に丸投げするということが、中心市

街地活性化基本計画の中にはないでしょうが。違うのですか。 

○助役（大塚利男君） 基本計画の中には別府市という位置づけもいたしておりますが、こ

れは中心市街地活性化法の中では、インフラ整備については公共団体、そういったことが位

置づけられておりましたので、具体的な進出計画が出てみないとインフラ整備の部分もわか

りません。そういったことから、この楠港の開発の中には市のことも明記させていただいて

いるところでございます。これは、るる説明したつもりでございます。 

○１２番（池田康雄君） 説明したけれども、その説明を私は詭弁だというふうに申し上げ

たでしょう。インフラ云々、主体というのはそういうことを指すのではないということはす

でに申し上げておりますので、繰り返しません、きょうは。そういう詭弁を弄して物事を進

めていかなければならないのはなぜなのかということは、すでにもう一般質問でも述べまし

た。ただ、あなたが中心市街地活性化基本計画を持ち出したから、中心市街地の活性化基本

計画とはずれておる。だから、多くの中心市街地活性化基本計画に携わった人たちも反対、

おかしい、もう一回再考してよというふうに動いているのではないですか。 

 それから 後に、この文章はおかしいというか、論理が矛盾しておるし、論理が飛躍して

おるし非常に、とりわけ身勝手な独善的な表現を使っておるその たるものをしっかりと指

摘し、今後そのようなことのないようにしてほしいということでね……。 

 意見書の中に、こうあります。先ほど先輩議員も指摘しましたけれども、「楠港埋立地へ

の企業誘致を契機として往時のにぎわいを取り戻すことによって中心市街地の活性化を図

り、ひいては別府市の地域再生を図ることは、本市にとって 優先して取り組むべき重要な

政策課題の一つであります」と書いてありますね。これ、さあっと見てしまうと、一見日本

語になっておる。しかし、これは明らかに身勝手な表現ですよ。この「楠港跡地への企業誘

致を契機として往時のにぎわいを取り戻すこと」が課題ではないのです。楠港埋立地へ、あ

るいは埋立地をどのように有効活用するかというのが重要な政策課題なのです。それをどの

ように有効活用するのがいいのかという吟味を吹っ飛ばしてしまって、公募という民主的な

ルールというようなことを、いわゆるにしきの御旗にして今回の企業誘致を進めてきた。こ

の 初のボタンのかけ違いが、今日までこのような市を二分するような状況を生み住民投票

を誘発してしまったわけでありまして、実に、こういう状況をつくってしまった市の執行部

のあり方に対して強い憤りを表明して、私の議案質疑を終わります。 

○７番（猿渡久子君） 市長の意見書について、質疑をしていきたいと思います。 

 先ほどからの質疑の答弁で、住民投票は説明責任が果たせないというのがデメリットだと

いうふうな答弁がありました。また市長の答弁の中でも、議会を大事にしている、代表民主



制としての議会を大事にしている、住民の目線を大事にするからこそ、わかりやすくするた

めには市長選挙だというふうな答弁もありました。説明責任が住民投票では十分に果たせな

いけれども、議会に対してなら説明責任が十分果たせるというふうなことを言われたと思う

のですね。 

 しかし、先ほどからの質疑を聞いておりまして、私はこの議会の答弁でも十分な説明責任

が果たせているとは思えないのです。先ほどから２４番議員さんや先輩議員さんたちが問題

にしていますけれども、意見書の中で、「楠港埋立地への企業誘致を契機として往時のにぎ

わいを取り戻すことによって中心市街地の活性化を図り、ひいては別府市の地域再生を図る

ことは、本市にとって 優先して取り組むべき重要な政策課題の一つであります」と、この

点に関して具体的に活性化を図ることができるのだという根拠を示せという質問がありま

したよね。それに対して、るる答弁がありました。しかし、その説明が、私は聞いていまし

ても、希望的観測の域を出ていないというふうに思います。市長が希望を語っているだけで

はないですか。本当にこういう根拠があるなら、それを根拠として、「以上の理由により私

は本条例の制定の必要はないものと考えております」というふうに言うからには、具体的な

データや根拠を示さないと説明責任を果たしたと言えないのではないでしょうか。先ほど答

弁があったこと以上に活性化をするという具体的な根拠があるのなら、示してください。 

○助役（大塚利男君） 先ほど答弁をさせていただいたとおりでございます。 

○７番（猿渡久子君） 市民を納得させるだけの、具体的な根拠はないということですよ。

住民投票に対して説明責任が果たせないから、議会では十分に説明責任が果たせる云々とい

ったことと矛盾するではないですか。私は、そういうふうに思います。 

 私は先日、４月３日だったのですけれども、佐世保に視察に行ってきました。佐世保の相

浦という地域に、イオンの進出の話があったわけですね。この佐世保市は、３月３１日現在、

また重ねた合併をしまして２５万８，０００人という人口になったのですけれども、１７年

度の段階では２５万人余りの人口です。そのうち推進の署名簿が約１１万、反対の署名簿が

５万２，０００提出をされたそうです。その後、光武顕市長は先般の３月１日の議会開会の

冒頭に行政報告という形で、イオン進出予定地の農用地の変更をしないということを言明し

ました。事実上イオン進出を中止に追い込んだ、大型商業施設の進出は許さないという判断

を市長が下したのですね。宇佐市でも、同じような判断をされて農用地の変更をしないとい

うことでの市長が英断をして、大型商業施設誘致をしないという方向性を決めました。 

 この市長の行政報告、３月１日に行われました行政報告が、この私の手元にありますけれ

ども、中心は農振地域の変更ができるかどうかということを問題にして判断をしたわけです

ね。四つのガイドラインの項目がありまして、その四つの項目に照らして判断をしたときに

変更はできないというふうな判断をしたということであります。その後に市長がこういうふ

うに言っています。「私としましても、先ほども申し上げましたが、この大型店が進出した

場合にどのような問題が生じてくるのかについて公聴委員会を設置し、並びに市民意見を募

集しました。公聴委員会におかれましては、環境・交通・農地・農業・商業・教育・雇用・

まちづくりなどについて意見をいただき参考にさせていただきました」。こういう形で市民

意見をホームページで幅広く募集をしたり、また公聴委員会を設置したりして、この佐世保

市長は幅広く市民の意見を聞く、賛否の数というよりもさまざまな市民の意見を聞きたいと

いうことでこういう対応をとっています。私は、このような佐世保市長の市民の意見を聞く

という姿勢が非常に大事だと思うのです。 

 交通渋滞の問題に関してもこのように言っています。「相当の交通渋滞の発生が予想され、

そのような状況下での火災などの災害が起こった場合に、緊急車両の出動への影響等が考え

られ、市民の生命と財産を守る市長の立場としては強く懸念を抱いたところであります」、

こういうふうにも言っています。 



 私は、こういう佐世保の状況を学びまして、やはりこのように市民の意見をしっかり聞く

という姿勢が大事だというふうに強く感じました。そして、現状を変えることに対する反対

の意見が５万あったということを、市長が非常に重視をして、農業地域を守る、大型店の進

出を許さないというふうな判断をしたということは、市長の大変な英断だなというふうに思

いました。 

 市長は、住民投票がこういう企業誘致になじまないということを言っていますけれども、

私は、７万３，０００という署名が提出をされたという経過があり、大変多くの再考を求め

る声があったという事実を真摯に受けとめて、３月の議会に提案すべきでないということを

ずっと申し上げてきましたけれども、その時点で、もう市長が断念をするということをして

おけば、住民投票も必要なかったと思うのですね。しかし、この期に及んではやはり住民投

票を行って、その判断を市民に仰いで、住民投票の結果を重視すべきだと思います。先ほど

から、市民を巻き込みたくないと思うというふうなことを市長が答弁の中で言われています

けれども、市長選の方がもっと市民を巻き込むことになるのではないでしょうか。市民が３，

０００を超える署名を添えて住民投票の請求がなされたわけです。住民投票は、市民が「や

ってくれ」ということを要求して、実施の方向にいき、きょう、こういう形で提案をされて

いるわけですけれども、「市長選をやってくれ」と言った市民がいますでしょうか。そうい

う声は、私は聞いていません。そういう中で市長選－－巻き込みたくないというふうに言う

けれども、市長選の方がさらに市民を巻き込むことになるのではないでしょうか。その点は

どのように考えますか。 

○議長（永井 正君） 休憩いたします。 

      午後０時０１分 休憩 

      午後１時００分 再開 

○議長（永井 正君） 再開いたします。 

 あらかじめ傍聴の方々に申し上げます。 

 傍聴席での拍手及び私語は、傍聴規則によって禁じられておりますので、御承知を願いま

す。 

○観光経済部長（阿南俊晴君） お答えいたします。 

 佐世保市の大型店出店問題につきましては、私どもも十分把握をさせていただいておりま

す。佐世保市におきましては、農業振興の地域計画、こういう部分もあるように聞いており

ますし、別府市と市の状況等も異なっているという部分もございます。午前中の各議員さん

の質問にもお答えをいたしましたように、市長の意見書で述べております。住民投票との整

合性を慎重に検討したとき、住民投票によってその賛否を問うべき事柄ではないということ

で判断をさせていただいたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○７番（猿渡久子君） 先ほどの私の質問は、市長選の方がもっと市民を巻き込むのではな

いでしょうか、その点についてはどう考えますかという質問だったのですけれども、その点

について答弁がなかったようですが、どうでしょうか。 

○市長（浜田 博君） お答えいたします。 

 先ほど議員の御質問の中に、佐世保市の事例を出されました。そのことから「市長選の方

が」ということに結びつけたようにありますが、佐世保市の例は地域性、農振地域でもあり

ますし、郊外でもありますし、いろんな問題で地域なり歴史、全く違いますから、その市長

の政治判断ということについては、ちゃんと情報は得ておりますが、今ここで企業進出を私

が撤退をすれば、いい政治判断だというあなたのお考えと、また推進派から見ればそれがど

うなのかといった問題もあります。これは、私独自の政治判断であるというふうには考えて

おります。ただ、その選挙に対しても私が好んでしているわけではないというのは、先ほど

来お話をしております。そのことから住民投票が、現時点で株式会社イズミが選ばれた以上、



これは企業の選別に当たるではないか、このことで住民投票はなじまない。説明責任の問題

は、議会に一生懸命説明をしてきたつもりでございますが、本件を示さないとかいろいろ指

摘をいただいて十分に御理解をいただいてない。そして結果的に審議をしていただけなかっ

た。審議未了という、私の説明責任があるかもわかりませんが、それ以上に市民が住民投票

にいくということは、市民に説明責任といいますか、議会にさえ私ができなかったことを住

民に十分な資料提供も含めてできることではない。それを住民に任せる、巻き込むというこ

とはできないのだという思いから、自分の信を問う、わかりやすくそういう思いで企業開発、

公募までしてやってきたこのことの行政ルールに対してどうなのでしょうかと、この信を問

うというわかりやすい私は選択をした。だから住民を巻き込もうとか、そういう思いは全く

ないということでございます。 

 そしてまた、先ほど来１０番議員からもはっきりと私の市政に失望した、堂々と市長選を

戦うという御指摘なり声明がありましたから、これを私は真摯に受けとめておりますので、

これ以上答弁してもかみ合わない、このことを申し上げて、終わりたいと思います。 

○７番（猿渡久子君） 私は、住民投票よりもさらに市長選の方が市民を巻き込むというこ

とになってしまうというふうに考えます。議会にでさえ十分に説明責任を果たせない、そう

いうものを実行することはできない、可決することはできないという判断を３月の議会で下

したわけです。 

 専門家から住民投票について、「特定の重要問題での住民投票は、長や議員の選挙に比べ

住民の意思をより正確に示すことが多い」、こういうふうにも言われております。そういう

点で私は住民投票を実施して、住民投票で市民の判断を仰ぎ、その判断に従うべきというふ

うに考えます。住民投票から市長は逃げるべきではないというふうに考えます。そのことを

重ねて申し上げまして、質疑を終わりたいと思います。 

○議長（永井 正君） ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結いたしま

す。 

 これより、討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

    （１７番・高橋美智子君登壇） 

○１７番（高橋美智子君） 別府市有地「楠港跡地」への大型商業施設・株式会社イズミ（ゆ

めタウン別府）誘致についての住民投票に関する条例の制定について、反対の立場から討論

いたします。 

 まず 初に、議案質疑をいたしましたように、名指しの一企業誘致にかかわる件につきま

して、本条例がそぐわないということについて、さきの執行部の弁も了とします。 

 私の調べたところによりますと、１９９５年以降２００２年までの１４８件、これは直接

請求は１０２件、それから議員提案が２７件、首長提案が１９件、これが可決された件数に

つきましては、直接請求は９件で、１０２件の９件ですから、約９％しか可決されておりま

せん。この直接請求は大変可決率が低いということがわかるわけですけれども、今までの事

例からしても首長提案の８０％近くのものが通っておるようです。 

 この条例制定の実施は、先ほども出ましたように、常設型を除くと１９９０年までは原発

関係を中心として産廃関係、国の公共事業関係、安保関係といったもので、２００２年から

２００４年はほとんど市町村の合併後の関係のものが大半でした。本件のように一企業誘致

について、このようなものはほとんど見当たりませんでした。一企業の名前を出しての賛否

を問う住民投票に、今後問題が発生するおそれがないのか配慮すべきだと私は思っておりま

す。 

 それから２番目に、議案提案者の条例制定請求代表者の意見を聞かれませんので、どんな

お考えかが正確に把握することができないまま、私自身の想定の範囲内での疑問に思うこと



を述べます。 

 この条例の提案の趣旨を読みますと、「目的。第１条、この条例は、別府市有地の楠港跡

地へ計画されている大型商業施設・株式会社イズミ（ゆめタウン別府）の誘致に当たって、

市民の賛否の意思を明らかにし、もって、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的と

する」というふうになっております。 後の方の、「もって、市政の民主的かつ健全な運営

を図ることを目的」ということは、市政は健全でないから住民投票で問う、そういうことに

なっております。この議会はだめだということでの住民投票ということになりますので、代

表民主制が補完の役としての機能の議決機関の市議会が権利と責任を放棄し、審議未了とし

た、そういうわけですから、議会では審議できないので、それを住民投票で市民にしていた

だくという経過になったことについて、この条例を決することは、議会制民主主義の否定と

私はとらえております。この姿勢を問われているわけですから、私たちはみずから自分の考

えを述べ、審議を尽くすこと、それから私たち議員は、大いにこの審議未了についての責任

を感じなければならないと思います。大いに反省すべきであると思います。 

 そして、もう一つの問題は本条例案について報道されている範囲において、提案者は市を

二分することがないよう、中立性のためという意図があるようですが、これは投票では丸・

カケの二分する結果であり、中立という趣旨のものは条例には生かされないのではないかと

思います。これは提案者の意図を尋ねることができないので、ここでは割愛しますけれども、

提案者の思いとは逆に一層混迷するのてはないかということです。 

 次に条例文について、これは１９９７年、別府市における立命館アジア太平洋大学への市

有地の無償譲渡についての住民投票に関する条例とほとんど似ております。これは２００２

年の法改正前の初期の条例案をモデルにしたものであると思います。せっかくこういう新し

いものをもしするならば、設定するなら新しい条例をしたい、そういうふうに思いますし、

また先ほど平野議員からも出ておりましたように、住民投票制度という形はいろいろな複雑

なものがあります。いい形で導入することを考えるべきと思います。 

 まず、常設型住民投票条例、広島とか高浜市の例がございますが、じっくり取り組んで研

究すべきであろうと思います。条例だから、むしろ慎重にすべきだというふうに思います。

あくまでも住民投票条例は、制度として大事につくっておくべきだと思います。まずい使わ

れ方をして、制度の評価が下がることはしてほしくない。これが使われるのは「伝家の宝刀」

といいますか、 後にどうしても、ここで住民の意思を聞いて決着をつけるという成熟した

状況下で使うべきだと思います。 

 以上まとめますと、一つ、一企業の名指しの企業誘致について住民投票条例は問題がある

ということであります。それから２番目に、議会制民主主義の否定になりはしないか。３番

目、提案者の趣旨とは違う、市民が一層、二分された混迷した状況になるのではないかとい

う危惧です。４番目に、せっかく新しい条例案をつくるのだから、もう少しいいものをした

らどうか。その４点によりまして、本件について反対をいたします。以上です。（拍手） 

    （７番・猿渡久子君登壇） 

○７番（猿渡久子君） 議第４７号について、日本共産党議員団を代表して賛成の立場から

討論を行います。 

 私たち日本共産党議員団は、楠港跡地へのイズミ誘致については、一貫して白紙撤回をす

べきと主張をしてきました。また、今は楠港跡地の活用策を含めたまちづくりについて大い

に議論すべきときだ、５０年、１００年先を見越して、どんなまち、どんな観光を目指すの

かを議論し合い、その中で楠港跡地の利用方法を考え合うことが大事だと主張してまいりま

した。 

 市長は、企業誘致は住民投票になじまないと言っていますが、７万３，０００を超える再

考を求める署名が提出され、非常に多くの再考を求める市民の声があることは明白な事実で



あり、市長はこの市民の声を真摯に受けとめ、株式会社イズミの大型商業施設誘致を断念す

べきだったと考えます。 

 しかし、到底大方の合意が得られたとは言えない状況にもかかわらず、３月議会に提案す

るなど強行に誘致しようとしています。このような態度は、市民の目線に立つ、市民と協働

のまちづくりという市長の公約に反する態度だと言わざるを得ません。市民の中から住民投

票の請求があり、この期に及んでは住民投票で市民の判断を仰ぎ、その結果に従うべきです。 

 市長から辞職願が提出されていますが、「なぜ市長選なのか」という声が多くの市民から

聞かれます。このことからも、市長選挙で企業誘致を争点に戦うという市長のやり方は、市

民の目線とかけ離れたものであると言えます。市長選挙というやり方は、住民投票つぶしの

ための策略的なもので、議論のすり替えです。市長選挙では、４年間の市政をどうするのか、

今後の市政をどうするのか、市政全般についての態度が問われることになります。楠港跡地

へのイズミ誘致に関する市民の考えを問うためには、住民投票を行うべきです。専門家から

も、特定の重要問題での住民投票は、長や議員の選挙の場合に比べ住民の意思をより正確に

示すことが多いと言われています。市長は住民投票条例が可決された場合は辞職願を撤回す

ると言っており、住民投票と市長選のダブル選挙になることはありません。我々議会は、３

月１７日の３月議会 終日に住民投票を実施し、市民の判断を仰ぐべきという考えから、イ

ズミ立地協定議案を廃案にしました。その経過から考えても、住民投票で市民の判断を仰ぐ

べきと考えます。 

 議員の皆さんの御賛同を、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（永井 正君） 以上で、通告による討論は終わりました。これにて、討論を終結い

たします。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議第４７号については、委員会付託を省略し、これより採決を行いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永井 正君） 御異議なしと認めます。 

 よって、上程中の議第４７号については委員会付託を省略し、これより採決を行います。 

 上程中の議第４７号別府市有地「楠港跡地」への大型商業施設・株式会社イズミ（ゆめタ

ウン別府）誘致についての住民投票に関する条例の制定については、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（永井 正君） 起立少数であります。 

 よって、本件は否決されました。（拍手） 

 次に、日程第３により議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、４番国実

久夫君、１９番山本一成君の両名を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永井 正君） 御異議なしと認めます。 

 よって、両名を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。 

     （議案配付） 

○議長（永井 正君） 去る４月４日の本会議終了後、市長浜田博君から議長に対し、平成

１８年４月１０日付をもって退職したい旨の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまお手元に配付いたしました、市長の退職期日に関する同意についてを日程に追加



し議題とすることに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永井 正君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいまお手元に配付いたしました市長の退職期日に関する同意についてを日程

に追加し議題とすることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 市長浜田博君が平成１８年４月１０日付をもって退職することに同意を与えることに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（永井 正君） 起立多数であります。 

 よって、本件は同意を与えることに決定いたしました。 

 以上で、議事のすべてを終了いたしましたが、ここで、ただいま４月１０日付をもって退

職することに同意を与えました市長浜田博君から、ごあいさつがありますので、お願いいた

します。 

○市長（浜田 博君） 自席から失礼をいたしますが、お許しをいただきまして、一言辞職

のごあいさつをさせていただきます。 

 ただいまは私の辞職の申し出に対しまして、別府市議会の御同意をいただきまして、まこ

とにありがとうございました。 

 私は、平成１５年の４月３０日に第２４代の別府市長に就任をさせていただいて以来、３

年間にわたりまして議員各位、市民の皆様方の温かい御支援と御指導を賜り別府市政を担当

させていただきました。 

 この間、市政の舵取り役として、観光の再生、地域の再生さらには行財政改革を推進しな

がら、市民が主役のまちづくり、元気な別府、動く別府、一生懸命全力投球をしてまいりま

した。これも、ひとえに議員各位の御支持のおかげであり、この場をお借りいたしまして心

から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 一方、私自身、本市の 重要課題の一つである、およそ１３年もの間未解決となっている

中心市街地活性化と地域再生のための楠港埋立地への企業誘致に全力で取り組んできたわ

けでございますが、誘致に反対をされる市民の方々の署名活動による署名簿も提出もいただ

きました。また、さきの３月市議会定例会に上程させていただきました複合商業施設の立地

に関する協定についての議案が審議未了となりまして廃案に至りましたことは、痛恨の極み

であると同時に、私自身不徳のいたすところでございます。 

 さらには、市を二分する状況を憂慮する方々からは、住民投票条例制定の直接請求がなさ

れ、この市議会臨時会の開会に至った次第であります。 

 私は、市長の意見書で企業誘致のような経済問題は、住民投票によってその賛否を住民に

問うべき事柄ではないと述べさせていただきましたが、先ほどは議員各位の現在の状況を踏

まえられた慎重かつ適切な御判断がなされましたことに対し、心から厚く感謝申し上げる次

第であります。 

 今般、その楠港埋立地への企業誘致に関し、私が民意を問うことこそが もわかりやすい

政治のあり方であり、私自身のとるべき 善の方法と判断し、今後執行される市長選挙に再

度立候補することといたしました。 

 私は、今日の市を二分する状況を憂慮する方々が、住民投票条例制定の直接請求のため署

名された意思を重く受けとめ尊重した上で、私自身がその意思を引き継ぐべきものであると

考えたわけでございます。現在進めている観光の再生、ＯＮＳＥＮツーリズムのまちづくり

は今まさに緒についたばかりでございます。楠港埋立地への企業誘致は何としてもやり遂げ

なければならない 重要課題であり、私に課せられた使命であると今でも考えております。 



 私は、この後執行される次期市長選挙で、市民の皆様方の信託をもし得られるとするなら

ば、残りの任期をこれからも全力を尽くして取り組み、輝く別府に邁進してまいりたい、そ

の覚悟でございます。 

 これまでの議員並びに関係各位から賜りました御厚情に対しまして、衷心より深く感謝の

意をあらわし、謝辞のまた辞職のごあいさつにかえさせていただきます。 

 大変お世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永井 正君） お諮りいたします。 

 以上で、平成１８年第１回市議会臨時会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永井 正君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上で平成１８年第１回市議会臨時会を閉会いたします。 

      午後１時２６分 閉会 

 

                                                                                     


